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書陵部紀要第72号

序

　
『
儀
式
』
は
九
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
公
定
の
儀
式
書
で
あ
り
、
平
安
時
代
儀
式
研
究
に

お
け
る
最
重
要
史
料
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
新
訂
増
補
故
実
叢
書
本
（
明

治
図
書
出
版
、一
九
五
七
年
、も
と
は
今
泉
定
介
・
増
訂
故
實
叢
書
編
輯
部
編『
増
訂
故
実
叢

書
』吉
川
弘
文
館
、一
九
二
八
年
）
な
い
し
神
道
大
系
本
（
神
道
大
系
編
纂
会
、一
九
八
〇

年
）
が
通
用
し
て
い
る
が
、
両
者
と
も
底
本
は
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
出
版
の
版
本
で

あ
る
。
写
本
研
究
の
現
状
は
後
に
詳
述
す
る
が
、『
儀
式
』
に
は
古
写
本
が
現
存
し
な
い

こ
と
か
ら
、
新
写
本
を
用
い
た
、
古
体
に
近
い
校
訂
本
文
の
作
成
の
た
め
に
は
、
な
お
解

明
す
べ
き
問
題
が
多
い
。

　

本
稿
で
は
、『
儀
式
』
の
古
体
に
迫
り
得
る
史
料
と
思
わ
れ
る
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵

『
即
位
式
』（
請
求
番
号
古
四
六

七
七
八
）
を
と
り
あ
げ
る
。
本
書
は
室
町
時
代
か
ら

江
戸
時
代
初
期
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
儀
式
』
巻
五
天
皇
即
位
儀
お
よ
び
巻
六
元

正
朝
賀
儀
に
よ
く
一
致
す
る
儀
式
文
を
載
せ
る
。
こ
れ
が
い
か
な
る
性
格
の
も
の
か
を
本

稿
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
が
、
こ
の
本
文
を
検
討
す
る
こ
と
で
、『
儀
式
』
新
写
本
の
系

統
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
事
実
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

一
、
押
小
路
本
『
即
位
式
』

　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
即
位
式
』（
以
下
、『
即
位
式
』と
表
記
す
る
）
は
、
目
録
上
は
万

里
小
路
本
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
国
立
公
文
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
は
、
令
和

二
年
（
二
〇
二
〇
）
九
月
一
日
時
点
で
画
像
公
開
は
さ
れ
て
い
な
い
。
現
状
は
一
軸
の
巻

子
本
に
装
幀
さ
れ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
来
別
個
に
存
在
し
た
複
数
の
文
書

が
、
後
世
一
軸
に
貼
り
継
が
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
内
容
に
よ
り
（
１
）
〜
（
４
）

に
分
類
し
、
書
誌
情
報
を
記
す
。

　
（
１
）
第
一
紙
。
料
紙
は
檀
紙
。
法
量
は
縦
二
八
・
一
㎝
×
横
二
一
・
七
㎝
。
端
裏
に

「
式
」
と
あ
る
。
ま
た
、
朱
筆
で
「
卅
八
号
百
七
ノ
内 

二　
　
　
　

天
皇
即
位
儀
」
と
あ
る
。

　
（
２
）
第
二
紙
か
ら
第
九
紙
。
永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
後
花
園
天
皇
即
位
礼
の
式
文

で
あ
る
。
料
紙
は
宿
紙
で
、
各
紙
の
法
量
は
、
縦
二
九
・
八
㎝
。
横
の
長
さ
は
、
第
二
紙

三
七
・
三
㎝
、
第
三
紙
四
六
・
六
㎝
、
第
四
紙
四
六
・
五
㎝
、
第
五
紙
四
六
・
三
㎝
、
第

六
紙
四
六
・
八
㎝
、
第
七
紙
四
一
・
二
㎝
、
第
八
紙
四
六
・
二
㎝
、
第
九
紙
四
六
・
〇
㎝
。

押
小
路
本
『
即
位
式
』
と
『
儀
式
』
の
写
本
系
統

　

神
　
戸
　
航
　
介
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第
二
紙
に
「
日
本
政
府
圖
書
」
印
が
あ
る
。
ま
た
第
二
紙
右
端
に
「
即
位
式　

永
享
四
」

と
あ
る
。
裏
打
ち
に
よ
り
一
部
判
読
不
能
だ
が
、
右
端
裏
に
朱
で
「
□
八
号
百
七
ノ
内

一
」
と
あ
る
。
紙
背
文
書
は
蔵
人
所
の
諸
役
の
宛
文
と
思
わ
れ
る
。

　
（
３
）
第
一
〇
紙
か
ら
第
一
二
紙
。
冒
頭
に
「
天
皇
即
位
儀
」
と
あ
り
、『
儀
式
』
巻
五

天
皇
即
位
儀
と
同
様
の
儀
式
次
第
を
載
せ
る
。
各
紙
は
縦
二
八
・
一
㎝
で
、
紙
背
文
書
は

な
い
。
横
の
長
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
、
第
一
〇
紙
四
〇
・
四
㎝
、
第
一
一
紙
四
四
・
五
㎝
、
第

一
二
紙
三
八
・
七
㎝
。
な
お
、
第
一
〇
紙
以
降
の
料
紙
は
全
て
楮
紙
で
あ
る
。

　
（
４
）
第
一
三
紙
か
ら
第
三
〇
紙
。
第
一
三
紙
は
横
八
・
四
㎝
で
、「
元
正
朝
賀
儀
」
と

あ
る
。
後
筆
の
朱
で
「
卅
八
号
百
七
ノ
内
三
」
と
あ
る
。
前
後
と
は
明
ら
か
に
紙
質
が
異

な
り
、
九
条
道
房
に
よ
く
似
た
筆
跡
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
四
紙
以
降
第
三
〇
紙
ま
で
は

『
儀
式
』
巻
六
元
正
朝
賀
儀
と
同
様
の
儀
式
次
第
を
載
せ
る
。
横
の
長
さ
は
、
第
一
四
紙

二
八
・
六
㎝
、
第
一
五
紙
一
一
・
四
㎝
、
第
一
六
紙
二
六
・
五
㎝
、
第
一
七
紙
一
八
・
八

㎝
、
第
一
八
紙
一
八
・
六
㎝
、
第
一
九
紙
二
六
・
一
㎝
、
第
二
〇
紙
一
二
・
七
㎝
、
第
二

一
紙
三
二
・
一
㎝
、
第
二
二
紙
五
・
六
㎝
、
第
二
三
紙
三
九
・
〇
㎝
、
第
二
三
紙
三
七
・

〇
㎝
、
第
二
四
紙
一
八
・
〇
㎝
、
第
二
五
紙
二
五
・
九
㎝
、
第
二
六
紙
一
五
・
二
㎝
、
第

二
七
紙
二
四
・
〇
㎝
、
第
二
八
紙
二
〇
・
七
㎝
、
第
二
九
紙
一
八
・
二
㎝
、
第
三
〇
紙
二

六
・
〇
㎝
（
軸
つ
き
）。

　
（
１
）
〜
（
４
）
の
文
書
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
、（
１
）（
２
）

（
４
）
の
各
所
に
記
さ
れ
て
い
る
後
筆
の
朱
書
で
あ
る
。
こ
れ
を
検
討
す
る
と
、
国
立
公

文
書
館
所
蔵
『
押
小
路
師
成
献
納
本
書
記
類
目
録
』（
請
求
番
号
二
一
九

一
五
五
）
に

記
さ
れ
た
「
卅
八　

御
即
位
諸
文
書
記
録
諸
図
」
の
番
号
と
対
応
す
る
よ
う
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、（
１
）
〜
（
４
）
は
、
明
治
十
九
年
に
押
小
路
師
成
が
日
本
政
府
に
献
上
し
た

文
書
群
）
1
（

の
う
ち
、「
御
即
位
諸
文
書
記
録
諸
図
」
一
〇
七
点
を
構
成
す
る
も
の
の
う
ち
の

〔
卅
ヵ
〕

押小路本『即位式』元正朝賀儀
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三
点
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
）
2
（

。
そ
こ
で
、
本
書
は
目
録
上
は
万
里
小
路
本
と
さ
れ
て
は
い

る
が
、
本
稿
で
は
押
小
路
家
に
伝
来
し
た
文
書
と
い
う
意
味
で
「
押
小
路
本
」
と
称
す
る

こ
と
と
す
る
。
さ
ら
に
、（
１
）
は
、「
天
皇
即
位
儀
」
と
い
う
朱
書
の
記
載
か
ら
、
本
来

は
（
３
）
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
書
の
新
写
本
と
見
ら
れ
る
も
の
に
、
当
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
九
条
本

『
御
即
位
式
』（
九

五
〇
九
三
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
ａ
「
天
皇
即
位
儀　

式
」、
ｂ
「
即

位
式 

永
享

　

」、
ｃ
「
永
享
二
年　

良
賢
真
人
記
」
の
三
つ
を
一
冊
に
写
し
た
写
本
で
、
寛

永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
三
月
十
日
付
の
九
条
道
房
奥
書
に
よ
れ
ば
、
押
小
路
師
定
所
持

本
を
借
用
し
令
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ａ
が
押
小
路
本
『
即
位
式
』
の
（
３
）
に
、

ｂ
が
（
２
）
に
対
応
し
、
ｃ
は
国
立
公
文
書
館
所
蔵
押
小
路
本
『
良
賢
真
人
記
』（
請
求

番
号
古
三

一
四
〇
イ
）、
あ
る
い
は
こ
れ
の
祖
本
を
書
写
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
寛
永
年
間
の
押
小
路
家
に
は
、『
即
位
式
』（
１
）
〜
（
４
）
は
そ
れ

ぞ
れ
個
別
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
、（
１
）
が
本
来
（
３
）
に
貼
り
継
が
れ
て
い
た
こ
と

が
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、（
１
）（
３
）（
４
）
と
（
２
）
は
本
来
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
も
と
も
と

（
１
）（
３
）（
４
）
の
順
に
貼
り
継
が
れ
て
い
た
も
の
が
、
押
小
路
師
成
献
上
後
に
剥
が

さ
れ
、
現
状
の
形
態
に
貼
り
継
が
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
を
踏
ま

え
以
下
で
は
、（
２
）
〜
（
４
）
を
検
討
す
る
。

　
『
即
位
式
』（
２
）
〜
（
４
）
の
翻
刻
を
本
稿
の
末
尾
に
付
し
た
。
こ
れ
を
一
見
す
る
と
、

『
儀
式
』
の
抜
書
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
大
き
く
異
な
る
字
句
も
あ
る
。
そ
こ
で
天
保
版

本
『
儀
式
』
と
文
字
が
異
な
る
箇
所
を
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
示
し
た
。
紙
幅
の
都
合
上
細
部
の

検
討
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
天
皇
即
位
儀
に
現
行
本
文
に
な
い
長
文
が
存
在
す
る

こ
と
、
元
正
朝
賀
儀
に
現
行
本
文
で
「
自
此
以
下
可
書
注
」
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
正
し

贈
三
品

く
細
字
双
行
注
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
も
現
行
本
文
の
校

訂
に
資
す
る
字
句
の
相
違
が
多
く
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
即
位
式
』
が
伝
え
る
『
儀
式
』
と
思
し
き
本
文
が
い
か
な
る
性
格
の
も

の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
田
島
公
が
紹
介
し
て
い
る
、
天
理
大
学
附
属

天
理
図
書
館
所
蔵
宝
玲
文
庫
本
『
礼
服
制
』（
請
求
記
号
三
二
八
・
六

イ
35
）
に
注
目

し
た
い
）
3
（

。
本
書
は
中
原
師
象
が
各
種
の
典
籍
か
ら
即
位
関
係
の
記
事
を
抜
書
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
第
六
紙
に
「
儀
式
巻
五
延
喜

　

」「
儀
式
巻
六
延
喜

　

」
の
目
録
が
あ
り
、
永
正
十

六
年
（
一
五
一
九
）
十
一
月
上
旬
に
広
橋
守
光
所
持
本
を
書
写
し
た
と
の
奥
書
が
あ
る
。

こ
の
儀
式
目
録
は
、
現
行
『
儀
式
』
の
編
目
と
は
異
な
り
、『
本
朝
法
家
文
書
目
録
』
に

載
せ
る
延
喜
儀
式
の
編
目
と
一
致
す
る
。「
礼
服
制
」
部
分
も
現
行
『
儀
式
』
と
異
な
る

箇
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
田
島
は
延
喜
儀
式
逸
文
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
な

お
、『
礼
服
制
』
は
寛
永
二
十
年
六
月
一
日
に
中
原
師
定
が
修
補
し
て
お
り
、
そ
の
頃
に

は
現
状
と
同
様
の
形
態
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

天
理
本
『
礼
服
制
』
の
写
本
と
し
て
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
延
喜
儀
式
等

抜
書
』（
請
求
記
号
裏
松
家
史
料

一
七
〇
、
寛
政
五
年〈
一
七
九
三
〉六
月
一
日
裏
松
固

禅
書
写
）
が
あ
る
。
本
書
は
天
理
本
『
礼
服
制
』
と
同
じ
構
成
の
本
文
を
持
ち
つ
つ
、
天

理
本
『
礼
服
制
』
に
は
な
い
「
天
皇
即
位
儀
」「
元
正
朝
賀
儀
」
の
次
第
本
文
を
載
せ
、

こ
れ
ら
は
『
即
位
式
』
と
ほ
ぼ
同
じ
本
文
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、『
即
位
式
』

は
『
礼
服
制
』
と
本
来
一
体
の
も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
）
4
（

。『
即
位
式
』
の
「
天
皇
即

位
儀
」「
元
正
朝
賀
儀
」
の
筆
跡
も
、
中
原
師
象
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
）
5
（

。

つ
ま
り
『
即
位
式
』
の
「
天
皇
即
位
儀
」「
元
正
朝
賀
儀
」
は
、
延
喜
儀
式
抜
書
で
あ
る

可
能
性
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
問
題
と
な
る
の
が
、
貞
観
か
ら
延
喜
の
間
に
な
さ
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れ
た
官
司
の
統
廃
合
で
あ
る
。
従
来
の
『
儀
式
』
年
代
観
の
考
証
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば

問
題
と
な
る
こ
と
だ
が
、
現
行
『
儀
式
』
で
は
、
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
に
兵
庫
寮
に
統

合
さ
れ
た
）
6
（

「
鼓
吹
司
」
と
「
兵
庫
寮
」
が
混
在
し
て
い
る
。
一
方
、
押
小
路
本
『
即
位

式
』
で
は
、「
天
皇
即
位
儀
」
で
は
現
行
『
儀
式
』
で
「
左
右
兵
庫
寮
」
と
す
る
箇
所
を

「
兵
庫
寮
」、「
鼓
吹
正
」
と
す
る
箇
所
を
「
兵
庫
頭
」
と
し
、「
元
正
朝
賀
儀
」
で
は
現
行

『
儀
式
』
で
「
兵
庫
頭
」
と
す
る
箇
所
を
「
鼓
吹
正
」
と
し
、「
兵
庫
頭
」
と
傍
書
す
る
な

ど
、
両
方
を
並
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
元
正
朝
賀
儀
」
に
は
、

彈
正
忠
以
下
出
自
朱
雀
門
西
掖
門
左
右
分
列
、左
度
自
馳
道
、

右
便
留
在
西
、
於
東
西
仗
舎
前
、臺
官
在

東
者
西

面
北
上
、
巡
察
在

西
者
東
面
北
上
、

と
い
う
箇
所
が
あ
り
、「
臺
官
」「
巡
察
」
は
現
行
『
儀
式
』
に
は
な
い
文
字
な
の
だ
が
、

「
巡
察
」
が
巡
察
弾
正
を
指
す
と
す
れ
ば
、
巡
察
弾
正
は
鼓
吹
司
と
同
時
に
廃
止
さ
れ
て

い
る
た
め
、
本
書
を
延
喜
儀
式
と
み
る
上
で
不
都
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
だ
け
を
見

れ
ば
、「
天
皇
即
位
儀
」
は
延
喜
儀
式
、「
元
正
朝
賀
儀
」
は
貞
観
儀
式
に
追
記
さ
れ
た
も

の
と
考
え
る
の
が
よ
い
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
官
司
名
の
書
き
換
え
は
後
人
の
手
に
よ
り

容
易
に
行
な
わ
れ
得
る
か
ら
、
強
い
根
拠
と
す
る
こ
と
は
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

こ
で
は
田
島
と
同
じ
く
、
様
々
な
可
能
性
を
残
し
つ
つ
も
延
喜
儀
式
で
あ
る
蓋
然
性
が
強

い
も
の
と
考
え
て
お
く
。

　

弘
仁
・
貞
観
・
延
喜
三
代
の
儀
式
書
の
性
格
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。『
本
朝
法
家
文

書
目
録
』
に
は
、
弘
仁
儀
式
・
貞
観
儀
式
・
延
喜
儀
式
各
一
〇
巻
が
見
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の

篇
目
構
成
を
載
せ
る
が
、
江
戸
時
代
以
来
の
研
究
で
は
、
三
代
の
儀
式
が
実
在
し
、
現
行

『
儀
式
』
は
こ
の
う
ち
の
貞
観
儀
式
に
あ
た
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
っ
た
）
7
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
三
代
儀
式
の
存
在
を
否
定
し
た
の
が
石
塚
一
石
で
あ
る
）
8
（

。
石
塚
は
、

『
本
朝
法
家
文
書
目
録
』
記
載
の
弘
仁
儀
式
目
録
は
弘
仁
期
の
状
況
に
合
致
せ
ず
、
延
喜

儀
式
篇
目
を
見
て
作
ら
れ
た
と
し
、
弘
仁
期
に
作
ら
れ
た
内
裏
式
こ
そ
弘
仁
儀
式
と
呼
ぶ

べ
き
も
の
だ
っ
た
と
し
た
。
さ
ら
に
現
行
『
儀
式
』
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
兵
庫
寮
」

の
文
字
が
散
見
す
る
こ
と
か
ら
、
現
行
『
儀
式
』
は
『
別
聚
符
宣
抄
』
所
収
延
喜
十
三
年

（
九
一
三
）
八
月
二
十
九
日
宣
旨
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
草
稿
本
儀
式
を
も
と
に
追
加
修
正

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、『
儀
式
』
と
い
う
書
物
は
現
行
『
儀
式
』
以
外
に
は
作
ら
れ
な

か
っ
た
と
し
た
。

　

そ
の
後
、
石
塚
説
に
触
発
さ
れ
た
研
究
が
相
次
い
で
提
出
さ
れ
た
が
、
少
な
く
と
も
弘

仁
儀
式
は
実
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
見
解
が
お
お
む
ね
認
め
ら
れ
て
い
る
）
9
（

。
ま
た
現
行

『
儀
式
』
は
後
世
の
修
正
を
含
み
つ
つ
も
お
お
む
ね
貞
観
儀
式
の
体
裁
を
保
っ
て
い
る
と

見
ら
れ
、
延
喜
儀
式
に
つ
い
て
は
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
『
即
位
式
』
の
「
天
皇
即
位
儀
」「
元
正
朝
賀
儀
」
が
、
広
橋
家
所
蔵
の
延
喜
儀
式
の
抜

書
で
あ
る
と
す
る
と
、
延
喜
儀
式
な
る
書
物
は
確
実
に
編
纂
さ
れ
、
少
な
く
と
も
中
世
の

広
橋
家
に
は
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
本
文
は
、
貞
観
儀
式
と
比
べ
て

も
内
容
上
大
き
な
変
化
は
な
く
、
官
司
名
等
の
修
正
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
ど
が
推
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。二

、『
儀
式
』
新
写
本
の
系
統
と
『
元
正
朝
賀
儀
』

　
「
序
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
行
『
儀
式
』
に
は
古
写
本
が
存
在
せ
ず
、
天
保
の
版
本

を
底
本
と
す
る
活
字
本
が
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
版
本
で
あ
る
以
上
、
思
わ

ぬ
後
世
の
改
変
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
常
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
厳
密
な
本
文
の

検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
写
本
も
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

新
写
本
に
つ
い
て
は
、
今
江
広
道
・
渡
辺
直
彦
に
よ
っ
て
、
現
存
写
本
が
①
天
正
官
本
系
、
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②
三
条
西
実
教
本
系
、
③
山
口
亮
仲
本
系
、
④
陽
明
文
庫
本
の
四
群
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

今
江
・
渡
辺
論
文
は
短
文
で
あ
り
そ
の
詳
細
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
四
系
統
に
は
大

き
な
異
同
は
な
く
、
全
て
最
終
的
に
①
に
帰
結
す
る
と
推
測
し
て
い
る
）
10
（

。
こ
の
ほ
か
、
秋

元
信
英
が
江
戸
幕
府
の
命
に
基
づ
く
荷
田
在
満
に
よ
る
校
訂
事
業
の
流
れ
を
明
ら
か
に
し
、

⑤
在
満
校
訂
本
系
の
奥
書
を
有
す
る
写
本
の
存
在
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
巻
一
が
「
元

正
受
朝
賀
儀
」
で
始
ま
り
年
中
行
事
を
追
う
篇
目
構
成
を
持
つ
⑥
年
中
行
事
『
貞
観
儀

式
』
系
統
、「
延
喜
儀
式
」
の
外
題
を
有
す
る
⑦
『
延
喜
儀
式
』
系
統
に
整
理
し
て
い
る
）
11
（

。

　

新
写
本
の
理
解
を
大
き
く
進
展
さ
せ
た
の
が
西
本
昌
弘
で
あ
る
。
西
本
に
よ
れ
ば
、
三

条
西
実
教
本
系
の
祖
本
は
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
一
条
兼
輝
が
「
官
本
」
を
借
用
し

書
写
し
た
も
の
で
、
こ
の
「
官
本
」
は
現
在
東
山
御
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
儀
式
』

二
冊
（
勅
封
二
四

六
）
で
あ
り
、
そ
の
親
本
は
三
条
西
実
教
が
禁
裏
に
献
上
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、『
前
田
家
書
籍
捜
索
書
』
上
に
よ
れ
ば
、
一
七
世
紀
末
の
三
条
西
家

に
は
、
三
条
西
公
条
の
筆
で
巻
六
・
七
を
欠
く
古
写
本
『
儀
式
』
八
冊
が
伝
存
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
東
山
本
は
古
写
本
た
る
三
条
西
本
の
転
写
本
で
あ
る
と
い
う
）
12
（

。

　

西
本
の
論
に
従
う
な
ら
ば
、
東
山
御
文
庫
本
の
巻
一
〜
五
と
八
〜
一
〇
は
古
写
本
の
系

譜
を
引
く
良
質
な
新
写
本
で
あ
る
が
、
欠
け
て
い
る
巻
六
・
七
は
他
本
に
よ
り
補
っ
た
こ

と
に
な
る
。
現
存
『
儀
式
』
の
新
写
本
が
、
お
お
む
ね
こ
の
三
条
西
本
を
祖
本
と
す
る
と

す
れ
ば
、
巻
六
・
七
に
つ
い
て
は
各
系
統
で
系
祖
本
が
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
、

当
部
所
蔵
壬
生
本
（
函
架
番
号
Ｆ
一
〇

二
五
〇
・
Ｆ
一
〇

一
五
一
）
は
）
13
（

、
Ｆ
一
〇

一
五
一
の
奥
書
に
、

儀
式
十
巻
、
以
左
少
史
安
倍
亮
仲
本
令
模
寫
、
元
祿
三
年
五
月
廿
日
書
寫
校
考
了
、

但
卷
第
六
七
貳
冊
者
、
世
間
流
布
之
中
無
之
、
是
以
神
祇
大
副
景
忠
卿
、
本
令
書
寫
之
由
、

有
奥
書
、
件
貳
冊
翌
年
九
月
卅
日
書
寫
比
考
了
、

　
　
　
　

左
大
史
小
槻
（
花
押
）

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
壬
生
本
は
山
口
亮
仲
本
を
元
禄
三
年
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
山
口
亮
仲
本
は
、
巻
六
・
七
が
世
間
に
流
布
し
て
い
な
い
た
め
、
藤
波
景
忠
所
持
本

を
写
し
た
と
の
奥
書
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
巻
六
・
七
を
持
た
な
い
写
本
と
し
て
は
、

京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
勧
修
寺
家
本
（
目
録
番
号
四
七
五
〜
四
八
二
）
が
あ
る
。

文
字
の
あ
り
方
は
東
山
本
に
忠
実
に
見
え
る
が
、
譲
国
儀
・
元
正
朝
賀
儀
の
錯
簡
の
様
子

が
壬
生
本
と
勧
修
寺
本
は
一
致
し
て
い
る
（
勧
修
寺
本
は
錯
簡
を
直
し
て
い
る
こ
と
が
書

き
入
れ
か
ら
わ
か
る
）。
つ
ま
り
勧
修
寺
本
と
壬
生
本
の
巻
六
・
七
以
外
の
巻
は
同
系
統

の
流
布
本
で
、
壬
生
本
は
巻
六
に
つ
い
て
は
谷
森
本
）
14
（

と
文
字
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
巻

六
・
七
は
天
正
官
本
系
の
写
本
か
ら
取
り
合
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
巻
六
・
七
に
つ
い
て
は
、
諸
本
に
よ
り
来
歴
が
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

東
山
本
が
古
写
本
に
遡
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
、
検
討
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
流

布
本
と
異
な
る
本
文
を
持
つ
写
本
と
し
て
、
陽
明
文
庫
所
蔵
本
『
儀
式
』（
第
二
書
庫
図

書
目
録（
甲
）
一
三
五
）
一
〇
冊
を
紹
介
し
た
い
。
本
書
は
江
戸
時
代
中
期
写
の
袋
綴
装

の
冊
子
本
で
、
法
量
は
縦
約
二
八
・
六
㎝
×
横
約
二
一
・
二
㎝
。
外
題
は
直
書
で
「
儀
式

第
一
」（
二
〜
十
も
同
様
）
と
あ
る
。
現
状
は
木
箱
に
納
め
ら
れ
、
箱
の
中
心
に
「
儀
式

十
冊
」
と
墨
書
す
る
。
ま
た
、
三
通
の
「
儀
式
目
録
」
が
付
属
す
る
。
三
通
と
も
内
容
は

ほ
ぼ
同
じ
で
、
儀
式
の
編
目
名
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
一
通
の
目
録
の
冒

頭
に
「
享
保
六
潤
七
廿
四
」
と
あ
る
が
、
名
和
修
に
よ
れ
ば
近
衛
家
久
筆
で
あ
る
と
い
う
。

　

本
書
に
は
奥
書
は
な
い
が
、
巻
六
・
七
以
外
の
末
尾
に
は
「
一
校
了
」
と
あ
り
、
巻

六
・
七
の
本
文
は
他
の
巻
と
は
別
筆
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
陽
明
文
庫
本

は
流
布
本
系
統
の
八
巻
に
、
全
く
異
な
る
来
歴
を
持
つ
巻
六
・
七
を
取
り
合
わ
せ
た
可
能

性
が
高
い
）
15
（

。
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そ
こ
で
、
陽
明
文
庫
本
の
巻
六
元
正
朝
賀
儀
の
本
文
を
検
討
す
る
と
、
流
布
本
と
大
き

く
異
な
る
箇
所
が
い
く
つ
か
存
す
る
。
例
え
ば
、
大
舎
人
が
奉
持
す
る
威
儀
物
が
列
挙
さ

れ
て
い
る
箇
所
に
お
い
て
、「
挂
甲
一
領
」
に
続
き
、「
弓
以
下
竝
納
袋
、
…
執
威
儀
物
舎

人
左
右
各
六
十
人
」
と
あ
る
文
字
が
、
流
布
本
は
本
文
と
し
た
上
で
「
自
此
以
下
可
書

注
」
と
の
細
字
双
行
注
が
あ
る
。
こ
れ
が
陽
明
文
庫
本
で
は
「
自
此
以
下
可
書
注
」
が
な

く
、
全
て
細
字
双
行
注
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
「
六
十
人
」
で
は
な
く
「
六
十
八
人
」
と

あ
る
。
同
様
に
、「
皇
后
亦
入
後
房
」
と
あ
る
箇
所
に
続
き
、
流
布
本
で
は
細
字
双
行
注

「
自
此
以
下
可
書
注
」
が
あ
り
、「
左
右
近
衞
次
將
…
兵
衛
各
卅
人
更
還
」
が
本
文
と
し
て

書
か
れ
、「
自
此
以
下
皆
可
書
注
後
注
後
宮
供
奉
」
が
細
字
双
行
注
で
続
く
。
こ
れ
が
陽

明
文
庫
本
で
は
「
自
此
以
下
可
書
注
」「
自
此
以
下
皆
可
書
注
後
注
」
が
な
く
、
全
て
細

字
双
行
注
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
陽
明
文
庫
本
が
正
し
く
、『
即
位
式
』
と
も
一
致
す
る
。

　

し
か
し
、
陽
明
文
庫
本
と
『
即
位
式
』
が
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
く
、『
即
位

式
』
の
明
ら
か
な
誤
り
が
陽
明
文
庫
本
で
は
正
し
い
文
字
に
な
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。
ま

た
、
前
章
で
指
摘
し
た
、
鼓
吹
司
と
兵
庫
寮
の
並
記
は
な
く
、
全
て
流
布
本
と
同
様
に
兵

庫
寮
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
陽
明
文
庫
本
に
は
数
箇
所
異
本
注
記
が
あ
り
、
そ

の
多
く
が
押
小
路
本
『
即
位
式
』
と
一
致
す
る
こ
と
や
、
後
半
の
宣
命
が
読
ま
れ
る
部
分

以
降
に
な
る
と
流
布
本
と
の
ズ
レ
が
明
ら
か
に
小
さ
く
な
る
と
い
っ
た
特
徴
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。
ま
た
、
厳
密
な
考
証
は
未
了
で
あ
る
が
、
巻
六
・
巻
七
の
中
で
も
「
元
正
朝

賀
儀
」
以
外
の
本
文
は
、
流
布
本
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
巻
五

「
天
皇
即
位
儀
」
に
も
、
押
小
路
本
『
即
位
式
』
と
の
一
致
や
異
本
注
記
は
見
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
陽
明
文
庫
本
は
「
元
正
朝
賀
儀
」
の
み
、『
即
位
式
』
と
密
接

な
関
係
を
持
つ
何
ら
か
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
た
可
能
性
が
疑
わ
れ
る
。
そ
こ
で
可
能
性

の
一
つ
と
し
て
、『
元
正
朝
賀
儀
』
の
名
称
で
伝
わ
る
写
本
の
存
在
を
指
摘
し
た
い
。『
元

正
朝
賀
儀
』
の
写
本
は
、
管
見
の
限
り
で
は
以
下
の
五
つ
の
近
世
写
本
が
知
ら
れ
る
。

　
　

東
山
御
文
庫
本
Ａ
（
勅
封
一
四
一

八
〇
、外
題「
御
即
位
式
」、明
暦
印
あ
り
）

　
　

東
山
御
文
庫
本
Ｂ
（
勅
封
一
四
四

一
九
）

　
　

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
葉
室
本
（
函
架
番
号
葉

九
六
八
）

　
　

京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
平
松
本
（
請
求
記
号
四

カ

一
五
）

　
　

東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
狩
野
文
庫
本
（
請
求
記
号
六

一
七
八
一
一

一
）

　

い
ず
れ
も
同
様
の
本
文
で
あ
り
、『
儀
式
』
巻
六
「
元
正
朝
賀
儀
」
に
対
応
す
る
儀
式

次
第
の
み
を
載
せ
る
が
、
そ
の
本
文
を
検
討
す
る
と
、
細
部
に
至
る
ま
で
『
即
位
式
』
の

「
元
正
朝
賀
儀
」
と
一
致
し
、「
本
」「
鼓
吹
正
」
な
ど
の
傍
書
ま
で
一
致
す
る
。
し
た

が
っ
て
こ
れ
ら
『
元
正
朝
賀
儀
』
の
共
通
の
祖
本
は
『
即
位
式
』
と
同
じ
で
あ
る
と
見
て

よ
い
だ
ろ
う
。
か
つ
こ
れ
ら
の
写
本
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、
い
ず
れ
も
後
半
の
下
部

に
、
親
本
の
欠
損
に
由
来
す
る
空
白
部
分
が
あ
る
。
仮
に
陽
明
文
庫
本
が
『
元
正
朝
賀

儀
』
を
参
照
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
後
半
部
分
に
独
自
の
文
字
が
少
な
い
の
は
、
こ
の
欠

損
に
よ
り
後
半
部
分
を
校
合
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
と
の
説
明
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
陽
明
文
庫
本
の
「
元
正
朝
賀
儀
」
は
、
現
存
す
る

『
儀
式
』
の
写
本
の
中
で
は
、
最
も
本
来
の
形
態
に
近
い
テ
キ
ス
ト
を
持
っ
て
い
る
と
見

ら
れ
、
本
文
復
原
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、『
儀
式
』
本
文
の
う
ち
、「
元
正
朝
賀
儀
」
の
み
が
別
に
流
布
し
た
背
景
に
つ

い
て
若
干
の
考
察
を
付
す
。
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
押
小
路
文
書
』（
請
求
番
号
古
一
一

二
八
四
）
二
四
の
中
に
は
、「
元
正
朝
賀
儀
」
の
本
文
の
冒
頭
お
よ
そ
一
〇
分
の
一
ほ

ど
を
記
し
た
文
書
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
前
に
左
の
よ
う
な
押
小
路
師
定
の
識
語
が

あ
る
。「（

朱
書
）
式
」
寛
文
三
年
四
月
廿
七
日　

寛
文
三
年
置
外
辨
式
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御
卽
位
置
外
辨
式
是
也
、
近
代
置
白
紙
之
式
歟
、
先
帝
御
卽
位
以
來
置
此
式
、
是
朝

賀
式
也
、
毎
度
取
替
表
紙
用
之
、
式
文
奥
迄
不
及
書
滿
之
令
省
略
了
、
内
辨
幄
置
案

上
式
今
度
内
辨
御
作
進
之
式
也
、
内
辨
無
御
作
進
時
置
舊
式
云
々
、
此
式
歟
、
但
御

卽
位
之
舊
式
歟
、
可
尋
決
、
抑
此
朝
賀
式
、
諸
家
不
多
云
々
、
亡
父
之
時
鷹
司

殿
教
平
公
、
依
御
懇
望
借
進
云
々
、
又
九
條
殿
道
房
公
、
卽
位
内
辨
之
時
予
借
進
之
了
、
其

外
祕
藏
者
、
不
令
他
出
之
也
、
大
外
記
師
定

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
即
位
礼
で
用
意
す
る
外
弁
式
は
、
近
年
で
は
白
紙
を
置
い
て
い
た
が
、

後
西
天
皇
の
即
位
式
よ
り
、
朝
賀
式
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
内
弁
の
幄
に
も
式

を
置
く
が
、
霊
元
天
皇
即
位
礼
以
前
は
「
旧
式
」
を
置
い
て
お
り
、
こ
れ
が
お
そ
ら
く
朝

賀
式
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
即
位
礼
は
、
平
安
中
期
以
降
行
な
わ
れ
な
く
な
る
元
日

朝
賀
と
ほ
ぼ
同
様
の
儀
式
構
造
を
有
す
る
が
、『
儀
式
』
の
記
載
は
元
日
朝
賀
の
次
第
の

方
が
圧
倒
的
に
詳
し
く
、
天
皇
即
位
儀
は
こ
れ
に
準
ず
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
よ
り
詳
細
な
「
元
正
朝
賀
儀
」
の
方
が
珍
重
さ
れ
、
内
弁
の
式
筥
に
い
れ
る

な
ど
の
用
途
と
し
て
独
立
し
て
伝
わ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
な
お
、
右
の
師
定
識
語
に
よ
れ

ば
、
近
世
に
は
朝
賀
式
自
体
を
保
有
す
る
家
は
少
な
く
、
押
小
路
家
所
持
本
を
師
定
が
鷹

司
教
平
や
九
条
道
房
に
貸
し
出
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
押
小
路
本
「
即
位
式
」
に

由
来
す
る
『
元
正
朝
賀
儀
』
の
流
布
の
あ
り
方
が
う
か
が
わ
れ
る
記
述
で
あ
ろ
う
。

結
語

　

以
上
、
押
小
路
本
『
即
位
式
』
が
、
延
喜
儀
式
抜
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、『
儀
式
』

巻
五
「
天
皇
即
位
儀
」
お
よ
び
巻
六
「
元
正
朝
賀
儀
」
の
現
存
写
本
の
不
備
を
直
す
手
が

か
り
に
な
り
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
に
関
連
し
て
現
存
『
儀
式
』
写
本
の
う
ち
、

巻
六
・
七
は
諸
本
に
よ
り
来
歴
が
異
な
る
こ
と
、
中
で
も
陽
明
文
庫
本
巻
六
「
元
正
朝
賀

儀
」
が
本
来
の
形
に
近
い
本
文
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。『
即
位
式
』
の
翻
刻

を
末
尾
に
付
し
た
が
、
即
位
礼
・
朝
賀
儀
の
研
究
を
進
め
る
上
で
、
基
礎
史
料
の
本
文
を

再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
う
。
今
後
の
課
題
と
し
て
記
し
て
お
く
。

　

本
稿
が
、
良
質
な
『
儀
式
』
校
訂
本
文
作
成
へ
の
道
を
拓
く
一
助
に
な
る
こ
と
を
、
強

く
願
う
次
第
で
あ
る
。

註（
1
）　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
京
都
府
華
族
押
小
路
師
成
記
録
献
納
ノ
件
』（
請
求
番
号
纂
三
五

一
〇
〇
）。

（
2
）　

朱
書
に
よ
れ
ば
三
八
号
に
含
ま
れ
る
文
書
は
全
部
で
一
〇
七
点
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
多
く
は
現
在
『
押
小
路
文
書
』
と
し
て
簿
冊
に
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）　

田
島
公
「
古
代
の
官
撰
史
書
・
儀
式
書
の
写
本
作
成
」（
同
編
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』

第
五
輯
、
二
〇
一
五
年
）。

（
4
）　
『
儀
式
』
の
写
本
の
う
ち
、
無
窮
会
神
習
文
庫
所
蔵
井
上
頼
圀
旧
蔵
本
は
、
未
調
査
で
は

あ
る
が
、
延
喜
儀
式
巻
五
の
目
録
と
即
位
儀
、
巻
六
の
目
録
と
元
正
朝
賀
儀
・
元
正
御
豊
楽
院

儀
・
礼
服
制
を
記
し
て
い
る
と
い
う
。
裏
松
本
『
延
喜
儀
式
等
抜
書
』
と
同
じ
性
格
の
書
物
で

は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

（
5
）　

石
田
実
洋
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
6
）　

狩
野
文
庫
本
『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
廃
置
諸
司
事
所
収
寛
平
八
年
九
月
七
日
太
政
官
符
。

（
7
）　

和
田
英
松
『
本
朝
書
籍
目
録
考
證
』（
明
治
書
院
、
一
九
三
六
年
）
な
ど
。

（
8
）　

石
塚
一
石
「
三
代
儀
式
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
日
本
上
古
史
研
究
』
七

二
、
一
九
六
三

年
）。

（
9
）　

所
功
「『
儀
式
』
の
成
立
」（『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八

五
年
、
初
出
一
九
七
七
年
）、
森
田
悌
「
儀
式
書
の
編
纂
」（『
日
本
古
代
律
令
法
史
の
研
究
』

文
献
出
版
、
一
九
八
六
年
、
初
出
一
九
七
九
年
）
な
ど
。
な
お
、
弘
仁
儀
式
の
編
纂
が
構
想
さ
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れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
得
る
。
栗
木
陸
「
弘
仁
「
儀
式
」
の
構
想
」（
武
光
誠
編
『
古
代
日
本

の
政
治
と
宗
教
』
同
成
社
、
二
〇
〇
五
年
）
が
、
構
想
段
階
の
弘
仁
儀
式
の
篇
目
復
原
案
を
提

示
し
て
い
る
。

（
10
）　

今
江
広
道
・
渡
辺
直
彦
「『
儀
式
』
校
訂
の
諸
前
提
」（『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所

報
』
六
〇
・
六
一
、
一
九
七
四
年
）。

（
11
）　

秋
元
信
英
「
近
世
の
『
儀
式
』
写
本
と
荷
田
在
満
」（『
続
日
本
古
典
全
集　

貞
観
儀
式
』

現
代
思
潮
社
、
一
九
八
〇
年
）。

（
12
）　

西
本
昌
弘
「『
儀
式
』
古
写
本
に
遡
る
手
が
か
り
」（『
日
本
歴
史
』
六
一
六
、
一
九
九
九

年
）。

（
13
）　

Ｆ
一
〇

一
五
一
は
、
巻
六
の
う
ち
、
元
正
朝
賀
儀
・
元
日
豊
楽
院
儀
の
一
部
と
、
礼
服

制
の
う
ち
五
行
、
儀
式
巻
七
の
う
ち
、
正
月
七
日
儀
の
途
中
ま
で
、
お
よ
び
奥
書
部
分
の
合
冊
。

形
態
か
ら
Ｆ
一
〇

二
五
〇
か
ら
脱
落
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
Ｆ
一
〇

二
五
〇
に
は
脱
落

し
た
部
分
が
別
に
補
入
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）　

当
部
所
蔵
（
函
架
番
号
谷

一
九
八
）。
天
正
官
本
系
の
奥
書
を
有
す
る
。

（
15
）　

陽
明
文
庫
本
の
転
写
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
平
松
本
（
請
求

記
号
四

キ

二
）
が
あ
る
。

翻
刻

・
本
翻
刻
は
、
押
小
路
本
『
即
位
式
』
の
う
ち
、
冒
頭
の
永
享
四
年
即
位
式
を
除
い
た
部

分
の
も
の
で
あ
る
。

・『
儀
式
』
天
保
版
本
と
異
な
る
字
句
を
、
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
表
記
し
、
天
保
版
本
の
文
字

や
状
態
を
（　

）
で
傍
書
す
る
こ
と
で
示
し
た
。
た
だ
し
、
異
同
が
長
文
に
わ
た
る
場

合
に
は
、
便
宜
的
に
傍
書
で
は
な
く
本
文
に
組
み
込
ん
で
示
し
た
箇
所
が
あ
る
。

・
そ
の
他
の
体
裁
は
、
お
お
む
ね
皇
室
制
度
史
料
に
準
拠
し
て
い
る
。

天
皇
卽
位
儀

前
十
日
大
臣
預
點
殿
上
侍
從
四
人 

三
位
二
人
、
或
以
親
王
爲
之
、

四
位
二
人
、
竝
左
右
各
一
人
、
・
少
納
言
二
人
、
左
右
各
一

人
、
前
四
日
式
部
丞
・
錄
率
史
生
・
省
掌
等
進
八
省
院
、
立
標

習
禮
、
前
二
日
所
司
宣

接
内
外
各
供
其
職
、
一
如
元
會
儀
、
前
一
日
整
設
大
極
殿
、
當
日
諸
衞
服
大
儀
、
各
勒
所

部
立
大
儀
仗
於
殿
庭
左
右
及
諸
門
、
々
部
四
人
居
於
章
德
・
興
禮
兩
門
東
西
也
、各
用　
胡
床
、
左

右
中
將
仗
供
奉
御
前
、
卽
陣
東
西
階
下
、
兵
衞
仗
龍
尾
道
而
陣
、
中
務
率
内
舎
人
陣
近
仗

南
、
内
藏
・
大
舎
人
寮
等
各
執
威
儀
物
、
東
西
相
分
列
於
殿
庭
、
主
殿
・
圖
書
兩
寮
各
服

禮
服
、
列
爐
東
西
、
寅
一
刻
兵
部
丞
・
錄
率
史
生
・
省
掌
等
、
左
右
相
分
入
自
章
德
・
興

禮
兩
門
、
共
至
龍
尾
道
上
、
檢
校
兵
庫
寮
所
樹
諸
幡
・
諸
衞
儀
仗
等
、
式
部
丞
・
錄
率
史

（
細
字
雙
行
）

（
攝
）

（
太
）

（
挾
）

（「
左
右
」
あ
り
）
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生
・
省
掌
等
、
左
右
相
分
入
自
長
樂
・
永
嘉
兩
門
、
就
應
天
門
左
右
閣
道
壇
上
座
、
錄
二

人
率
史
生
・
省
掌
等
、
分
到
朱
雀
門
東
西
仗
舎
前
儀
式
立
北
面
東

西
上
、
整
列
六
位
以
下
刀
禰
、

于
時
彈
正
忠
以
下
出
自
朱
雀
門
西
腋
門
、
左
右
分
列
、左
度
自
馳
道
、

右
便
留
在
西
、
於
東
西
仗
舎
前
糺
彈

禮
儀
及
帶
仗
非
違
等
、
訖
入
自
東
西
掖
門
列
立
翔
鸞
・
棲
鳳
兩
樓
南
頭
、東
西
面

北
上
、
糺
彈
訖

入
自
長
樂
・
永
嘉
兩
門
、
列
立
東
西
朝
進
堂
南
頭
、東
西
面

北
上
、
糺
彈
如
常
、
典
儀
一
人
・
贊

者
二
人
入
自
光
範
門
各
就
位
、
大
臣
以
下
自
含
耀
・
章
義
兩
門
就
朝
集
堂
床
、大
臣
以
下
參

議
以
上
在
東

親
王
以
下
非
參
議
三
位
以
上
在
西
、
若

太
政
大
臣
就
列
者
、
右
大
臣
就
西
、

式
部
丞
・
錄
以
下
起
自
閣
道
座
降
立
砌
前
、去
砌
二
許
丈
、

左
西
上
北
面
、

右
東
上

北
面
、
史
生
二
人
各
持
大
策
、
共
立
庭
中
唱
計
、
五
位
以
上
隨
唱
稱
唯
列
立
、
訖
内
辨

大
臣
入
自
昭
訓
門
就
幄
下
座
、
内
記
執
位
記
筥
、
置
大
臣
前
机
退
出
、
大
臣
喚
式
・
兵

兩
省
賜
應
敍
者
簿
、
又
喚
兩
省
輔
・
置
賜
位
記
筥
、
輔
・
置
出
自
昭
訓
門
、
更
經
章
福

堂
南
、
西
趨
置
案
上
退
出
、式
部
便
出
東
廊
北
腋
門
、
兵
部
西
趨
、
自
延
休
堂

南
端

（
埼
）直
指

（
折
）、
自
西
廊
北
腋
門
出
、〈
或（な

し
）無此
注
、〉
于
時
外
辨
大
臣
喚

召
使
、
稱
唯
進
立
、（
版
本
に
は「
大
臣
宣
、喚
兵
部
、召
使
稱
唯
退
出
、兩
度
喚
之
、丞
・
錄

進
立
」あ
り
）
大
臣
宣
、
令
擊
裝
畢
鼓
、
丞
稱
唯
退
出
、
令
擊
外
辨
鼓
、
諸
門
以
次
應
之
、

殿
下
鼓

不
應
、
乃
開
章
德
・
興
禮
兩
門
、
伴
・
佐
伯
兩
氏
各
一
人
左
伴
氏
、
右
佐
伯
氏
、

不
帶
劍
者
權
帶
、

各
著
五
位

禮
服
、
率
門
部
三
人
不
帶　
弓
箭
、
入
自
章
德
・
興
禮
兩
門
、
居
會
昌
門
内
左
右
廂
胡
床
、
門
部

坐
於
門
下
、
辰
一
刻
皇
帝
出
自
建
禮
門
御
大
極
殿
後
房
、
女
孺
十
八
人
執
翳
、
三
行
就
戶

前
座
以
南　
爲
上
、
褰
帳
命
婦
二
人
・
威
儀
命
婦
四
人
各
著
禮
服
、
相
分
以
次
就
座
、
侍
從
四

人 

若（な
し
）

不
帶
劍
權（な
し
）

帶
、

以
北
爲
上
、

相
分
共
立
、
次
少
納
言
二
人
分
入
昭
訓
・
光
範
兩
門
對
立
、
兩
氏
降

（
な
し
）

〔
集
〕

（
な
し
）

、

（
丞
）

（
丞
）

（
昌
）

（
了
）

（
太
）

、

（「
内
」
あ
り
）

（「
爲
」
あ
り
）

（「
自
」
あ
り
）

壇
、
北
向
立
門
下
、
門
部
開
門
、
諸
門
共
開
、
各
還
本
位
、
兵
庫
頭
進
申
内
辨
大
臣
云
、

令
擊
召
刀
禰
鼓
、
大
臣
宣
、
命
擊
、
頭
稱
唯
退
、
喚
鼓
師
名
、
鼓
師
稱
唯
、
頭
命
云
、
擊

喚
刀
禰
鼓
、
々
師
稱
唯
擊
之
、
諸
門
鼓
皆
應
、
參
議
以
上
依
次
降
堂
、
就
列
參
入
、
諸
仗

及
内
舎
人
・
兩
氏
共
立
、
省
掌
二
人
趨
進
互
稱
大
夫
等
應
參
進
、
各
一
聲
、
五
位
以
上
依

次
自
會
昌
門
東
西
戸
參
入
、
錄
二
人
立
門
外
互
稱
容
止
、
立
定
式
部
錄
率
六
位
以
下
刀
禰
、

左
右
相
分
入
自
同
門
、在
内
列
、
丞
・

錄
隨
而
入
、

省
掌
行
且
稱
容
止
、
以
次
就
位
、
親
王
入
自
顯
親
門
就

位
、
訖
式
部
史
生
左
右
相
分
錄
諸
司
六
位
刀
禰
見
參
、
爰
式
・
兵
兩
省
掌
率
應
敍
人
、
左

右
相
分
參
入
列
立
、
皇
帝
服
冕
服
卽
高
座
、
命
婦
四
人
分
在
御
前
、
至
高
座
下
立
、
御
座

定
命
婦
引
還
、
時
殿
下
擊
鉦
、
三
下
、其
儀
、
兵（鼓
吹
正
）

庫
頭
申
大
臣（「云
」あ
り
）

、
令
擊
褰
御
帳
鉦
、
大

臣
宣
、
令
擊
、
頭
稱
唯
、
召
鼓
師
令
擊（
之なし

）、

二
九
女
孺
執

翳
、
左
右
分
進
奉
翳
、
命
婦
二
人
褰
御
帳
復
本
座
、
女
孺
還
本
座
、
宸
儀
初
見
、
執
仗
者

倶
稱
警
、
式
部
錄
以
下
省
掌
以
上
共
稱
面
伏
、
群
官
磬
折
、
諸
仗
共
坐
、
主
殿
・
圖
書
各

二
人
以
次
出
東
西
就
爐
燒
香
、
訖
典
儀
曰
、
再
拜
、
贊
者
承
傳
、
王
公
・
百
官
再
拜
、
訖

宣
命
大
夫
進
自
位
就
宣
命
位
、
宣
制
云
、
明
神
止
大
八
洲
國
所
知
天
皇
詔
良
萬
止

宣
勅
乎
、
衆

聞
食
止
宣
、（
版
本
に
は「
群
官
共
稱
唯
再
拜
、掛
畏
岐
明
神
坐
天
皇
我
云
云
宣
」あ
り
）
群

官
稱
唯
再
拜
、
然
皇
止
大
坐
氐
天
下
治
給
君
波
賢
人
乃
云
々
宣
、
群
官
稱
唯
再
拜
、
舞
踏

再
拜
、
武
官
倶
立
振
旆
、
稱
萬
歳
、其
聲
謁
、
不
拜
舞
、
待
宣
命
大
夫
退
復
本
列
而
止
、
式
部
就

案
下
、
式
部
可
採
輔
丞
錄
歟
、
喚
授
位
記
、
兵
部
亦
如
之
、
訖
被
敍
親
王
以
下
立
列
、
再

拜
舞
踏
、
典
儀
曰
、
再
拜
、
贊
者
承
傳
、
群
官
倶
再
拜
、群
官
、
謂
百
官

及
被
敍
之
人
、
訖
殿
上
侍
從
進
、

（
令
）

（
な
し
）

（
已
）

（
已
）

（
な
し
）

（
已
）

（
な
し
）

（
な
し
）

（
賜
）

（
竝
）

（
な
し
）
本
云
、
已
下
六
字
不
審
、
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當
御
前
傍
行
數
步
、
北
折
進
、
跪
膝
行
數
步
稱
、
禮
畢
、
膝
行
卻
退
、
乃
立
傍
行
、
還
如

初
進
儀
、
復
本
位
、
殿
下
擊
鉦
、
三
下
、其
儀
、
兵（鼓
吹
正
）

庫
頭
申
大
臣
云
、
令
擊
垂
御
帳
鉦
、
大

臣（
命なし
）宣、
令
擊
、
頭
（
正
）稱
唯
、
召
鼓
師
令
擊
之
、

二
九
女

孺
奉
翳
、
二
人
命
婦
垂
御
帳
、
皇
帝
還
入
後
房
、
命
婦
・
女
孺
復
本
座
、
閤
内
大
臣
令

槌
退
鼓
、其
儀
、
兵
庫
頭
申
大
臣
云
、
令
槌
退
出
刀
禰
鼓
者
、

大
臣（
命なし

）宣
、
令
槌
、
頭

（
正
）稱
唯
、
召
鼓
師
令
槌
之
、
諸
門
鼓
皆
應
、
親
王
以
下
百
官
倶
自

上
而
罷
、槌
退
鼓
、
群
官

且
罷
、
不
待

諸
門
鼓
應
、
但
被
敍
親
王
已
下
百
官
、
同
出
自
會
昌
門
行
列
、
親
王

退
出
顯
親
門
、
殿
上
者
侍
從
先
罷
、
次
少
納
言
、
次
執
翳
・
威
儀
・
褰
帳
等
人
、
此
間
式

部
・
兵
部
兩
省
入
自
東
廊
北
掖
門
撤
位
記
筥
、
掃
部
寮
亦
入
自
同
門
撤
机
、
兩
氏
閉
門
、

諸
衞
叩
鉦
、
解
陣
、

元
正
朝
賀
儀

元
正
朝
賀
儀

大
臣
預
點
十
二
月
十
三
日
點

定
、
卽
日
奏
聞
、
殿
上
侍
從
四
人
、三
位
二
人
、
或
以
親
王
爲
之
、

四
位
二
人
、
竝
左
右
各
一
人
、
少
納
言
左
右
各
一

人
、若
有
闕　

者
權
任
、
奏
賀
・
奏
瑞
各
一
人
、簡
四
位
以
上　

堪
事
者
爲
之
、
典
儀
一
人
、通
用
四
位
・

五
位
、

竝
奏
聞
定
之
、
前
四

日
式
部
丞
・
錄
率
史
生
・
省
掌
等
進
八
省
院
、
立
標

習
禮
、令
持
丈
　

繩
等
之
類
、
前
二
日
所
司
宣

攝
内
外
各
供
其
儀
、
前
一
日
裝
飾
於
大
極
殿
、
敷
高
御
座
以
錦
、
高
座
南

東
西
壇
上

敷
以
兩
面
、不
至
東
西
壁
各
二

間
、
不
至
南
廂（
面一間

）、
鋪
六
幅
布
單
於
軒
廊
、
鋪
二
幅
兩
面
於
其
上
、
自
小
安
殿
屬
高

御
座
以
備
御
步
、
人
不
敢
踏
、兩
面
邊
布
單
聽　

御
前
命
婦
等
踏
、
張
斑
幔
於
高
御
座
後
左
右
也
、
設
皇
后
座
於

東
幔
之
後
、
鋪
褰
帳
内
親
王
座
於
高
座
東
西
二
丈
、
當
南
頭
鋪
威
儀
命
婦
座
於
褰
帳
内
親

王
座
後
一
丈
五
尺
東
更
北
折
五
尺
、
以
南
爲
上
、
侍
從
立
於
南
廂
第
二
間
、
以
北
爲
上
、

（
鼓
吹
正
）（

細
字
雙
行
註
）

（「
出
」
字
な
し
）

（
太
）

（「
御
」
あ
り
）

（「
御
」
あ
り
）

（
な
し
）

執
翳
者
座
於
東
西
戸
前
、
少
納
言
位
氈
於
南
榮
、
當
第
一
・
第
二
楹
間
竝
左
右
相
對
、
内

匠
・
兵
庫
兩
寮
率
工
部
・
鼓
吹
戸
等
、
當
殿
中
階
南
去
十
五
丈
四
尺
樹
銅
烏
幢
、
東
樹

日
像
幢
、
次
朱
雀
旗
、
次
靑
龍
旗
、此
旗
當
殿
東
頭
楹
、
下

玄
武
旗
當
西
頭
楹
、　

銅
烏
幢
西
樹
月
像
幢
、
次
白
虎
旗
、

次
玄
武
旗
、相
去
各
二
許
丈
、
與
靑
（
蒼
）龍
・

白
虎
兩
樓
南
端（
楹なし

）平
頭
、

昭
訓
門
外
北
掖
設
皇
太
子
次
、坊
官
率
屬
官　

所
司
候（な

し
）
之
、
自
同
門
内

南
廊
第
一
間
壇
下
西
去
四
丈
設
同
幄
、
自
幄
東
去
八
尺
設
傅
座
、
去
三
尺
大
夫
座
、
差

退
二
重
侍
從
座
、重
列
（
別
）

二
人
、
竝
西
面
北
上
、
自
皇
太
子
幄
南
去
一
許
丈
更
東
退
四
尺
設
内
辨

大
臣
幄
、幄
南
懸
鉦
鼓
、

北
鉦
、
南
鼓
、
幄
東
砌
下
西
向
鋪
外
記
・
史
座
、
左
右
近
衞
陣
邊
鋪
内
記
座
、
次
裝

飾
小
安
殿
、
以
布
蔀
十
一
枚
爲
南
榮
屏
、
殿
内
鋪
葉
薦
、
上
加
調
席
、
鋪
御
帖
八
枚
、
上

立
五
尺
床
、
上
加
鋪
錦
端
御
帖
、
左
右
立
五
尺
屏
風
四
帖
、
前
立
四
尺
屏
風
一
帖
、
中
務

置
皇
太
子
版
於
中
階
南
十
丈
、
南
去
二
丈
置
奏
賀
版
、
自
奏
賀
位
東
去
二
丈
置
皇
太
子

謁
者
版
、以
坊
大
夫

爲
謁
者
、
自
此
南
去
二
丈
更
東
折
一
丈
雙
置
奏
賀
・
奏
瑞
行
立
版
、奏
賀
在
西
、
奏

瑞
在
東
、
相
去 

一
丈
五
尺
、
自
中
階
南
去
三
丈
更
東
折
三
丈
置
皇
太
子
謁
者
版
、太
子
升
殿
之

間
祗
候
之
位
、南
去
三
丈
置
詔
使

版
、
自
中
階
南
去
十
二
丈
西
折
、
與
奏
賀
位
相
對
置
典
儀
版
、
差
西
南
退
置
贊
者
版
、

自
中
階
南
去
十
丈
對
設
火
爐
、相
去　
六
丈
、
訖
式
部
錄
率
史
生
・
省
掌
等
置
版
位
六
十
二
枚
、

卅
一
枚
正
位
、
卅
一
枚
應
位
、

但
位
多
少
者
當
時
定
之
、　

自
龍
尾
道
南
頭
南
去
十
七
丈
中
庭
置
宣
命
版
、
東
折
二
丈
五
尺

更
南
去
四
丈
太
政
大
臣
版
、無
其
人

不
置
、
南
去
左
大
臣
版
、
南
去
大
納
言
版
、
南
去
中
納
言
版
、

三
位
參
議
及
王
四
位

參
議
少
退
在
此
列
、
南
去
四
位
參
議
版
、
南
去
王
四
位
・
五
位
版
、
南
去
臣
四
位
版
、
南

去
五
位
版
三
、
南
去
六
位
版
二
、
南
去
七
位
版
二
、
南
去
八
位
版
二
、
南
去
初
位
版
二
、

（
な
し
）

（「
上
加
下
」
あ
り
）

（
な
し
）

（
後
）

（
二
）

（
な
し
）
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南
去
無
位
版
二
、相
去
各
一

丈
三
尺
、
自
宣
命
位
西
折
二
丈
五
尺
敵
太
政
大
臣
版
置
親
王
版
、
南
去

右
大
臣
版
、若
無
太
政
大
臣　

者
立
左
大
臣
左
、
南
去
非
參
議
一
位
・
二
位
版
、
南
去
非
參
議
・
參
議
三
位
版
、

南
去
奏
賀
・
奏
瑞
版
、與
四
位
參

議
相
當
、
南
去
王
四
位
・
五
位
版
、
南
去
臣
四
位
版
、
南
去
五
位
版

三
、
南
去
六
位
版
二
、
南
去
七
位
版
二
、
南
去
八
位
版
二
、
南
去
初
位
版
二
、
南
去
無

位
版
二
、相
去
同
上
、
若
有
蕃
客
者
、
置
治
部
・
玄
蕃
・
客
徒
（
位
）於
左

右
五
位
版
間
、
其
位
次
治
部
・
玄
蕃
在
東
、
客
徒

（
位
）在
西
、
當
日
寅
一
刻
掃
部
寮
設
式
部
輔

以
下
省
掌
以
上
座
於
式
部
西
門
、
訖
輔
以
下
依
次
就
座
、
五
位
以
上
就
版
受
點
、
寅
一
刻

兵
部
丞
・
錄
率
史
生
・
省
掌
等
左
右
相
分
入
自
章
德
・
興
禮
兩
門
、
共
至
龍
尾
道
上
、
檢

校
兵
庫
寮
所
樹
日
・
月
像
幡
、
鉦
鼓
、
諸
衞
府
儀
仗
列
陣
等
事
、
中
務
省
擊
動
鼓
而
裝
束
、

大
・
少
輔
竝
著
淺
紫
襖
、
金
銀
裝
腰
帶
、
橫
刀
、
靴
、
策
著
幟
殳
、
丞

内
舎
人
皂
緌
、

緋
襖
、
挂
甲
、
白
布
帶
、
橫
刀
、
弓
箭
、
麻
鞋
、
鉦
鼓
師
禮
冠
、
皂
緌
、
緋
大
袖
袍
、
綠

襖
、
大
帶
、
白
練
袴
、
布
襪
、
禮
舃
、
擔
丁
皂
縵
頭
巾
、
皂
緌
、
緋
末
額
、
緋
大
斑
袍
、

白
布
帶
、
袴
、
布
脛
纏
、
布
脚
結
菲
、
訖
輔
以
下
就
廳
事
座
、
史
生
二
人
各
持
内
舎
人
簿
、

分
立
廳
南
庭
東
西
階
下
、東
持
正
員
簿
、

西
持
權
補
簿
、
北
面
唱
計
、
内
舎
人
各
稱
唯
列
立
、
二
刻
左
右
近
衞

府
共
始
擊
動
鼓
、
三
度
、
々
別
平
聲
九
下
、
諸
衞
依
次
相
應
、
裝
束
、
近
衞
大
將
謂
權
任

著
武
禮
冠
、
淺
紫
襖
、
錦
裲
襠
、
將
軍
帶
、錺
以　
金
銀
、
金
裝
橫
刀
、
靴
、
策
著
幟
殳
、
中
將
武

禮
冠
、
深
緋
襖
、
錦
裲
襠
、
將
軍
帶
、
金
裝
横
刀
、
靴
、
策
著
幟
殳
、
少
將
武
禮
冠
、

淺
緋
襖
、
錦
裲
襠
、
將
軍
帶
、
金
裝
橫
刀
、
靴
、供
奉
御
輿
少
將
皂
緌
、

挂
甲
、
帶
弓
箭
、　

將
監
・
將
曹
竝
皂
緌
、

深
綠
襖
、
錦
裲
襠
、
白
布
帶
、
橫
刀
、
弓
箭
、
緋
脛
巾
、
麻
鞋
、
府
生
・
近
衞
竝
皂
緌
、

（
な
し
）

（
な
し
）

（「
位
」
あ
り
）

（
丑
）

（
幢
）

（
令
）

（
纈
）

（
纏
）

（
な
し
）（「
寅
」
あ
り
）

（
細
字
雙

行
註
、「
也
」
あ
り
）

（「
策
著
幟
殳
」
あ
り
）

深
線
襖
、
挂
甲
、
白
布
帶
、
橫
刀
、
弓
箭
、
白
布
脛
巾
、
麻
鞋
、近
衞
加

緋
末
額
、
兵
衞
督
著
武
禮

冠
、
深
緋
襖
、
綉
裲
襠
、
將
軍
帶
、
金
裝
橫
刀
、
靴
、
策
著
幟
殳
、
佐
武
禮
冠
、
緋
襖
、

錦
裲
襠
、
將
軍
帶
、
金
裝
橫
刀
、
靴
、
策
著
幟
殳
、
尉
竝
皂
緌
、
深
綠
襖
、
志
紺
襖
、
錦

裲
襠
、
白
布
帶
、
橫
刀
、
弓
箭
、
緋
脛
巾
、
麻
鞋
、
府
生
・
兵
衞
竝
皂
緌
、
紺
襖
、
挂
甲
、

白
布
帶
、
橫
刀
、
弓
箭
、
白
布
脛
巾
、
麻
鞋
、兵
衞
加

末
額
、
衞
門
府
生
以
上
竝
同
兵
衞
府
、
門

部
同
兵
衞
、
衞
士
皂
緌
、
末
額
、
桃
染
布
衫
、
挂
甲
、
白
布
帶
、
橫
刀
、
弓
箭
、
白
布

脛
巾
、
麻
鞋
、
卯
一
刻
鼓
吹
兵
庫
寮
司
昭
訓
門
内
大
臣
幄
西
南
去
一
丈
立
鉦
、
南
去
一
丈

立
鼓
、鉦
加
角
槌
二
柄
、
鼓
木
槌
二

柄
、
竝
有

、
下
皆
准
此
、
長
一
人
用
寮
頭
、
著
朝

服
、
下
皆
准
此
、
・
擊
人
各
一
人
著
平
巾
冠
漆
羅
、

開
頂

・

緋
大
袖
袍
・
綠
襖
・
大
帶
長
五
尺
、
廣
四
寸
、
以
布
爲
心
、
以
帛
爲

表
裏
、
其
二
端
各
著
細
帶
、
長
各
五
尺
、
・
大
口
・
帛
袷
袴
・
白
布

襪
・
烏
舃
、
執
夫
四
人
著
皂
縵
頭
巾
・
皂
緌
・
末
額
・
緋
大
纈
袍
・
白
布
帶
長
八
尺
、

廣
四
寸
、

四
重
爲
疊
、
・
白
布
袴
・
紺
布
脛
巾
・
白
布
脛
纒
菲
、下
皆
准
此
、
次
會
昌
門
外
東
去
九
丈
自
廊
南
去

五
丈
立
鉦
、
南
去
一
丈
立
鼓
、
長
一
人
、 以
允　
爲（な

し
）
之
、
擊
人
各
一
人
、
執
夫
四
人
、
次
應
天
門

左
闕
樓
自
西
南
角
壇
以
西
相
去
一
丈
立
鼓
、
以
北
相
去
六
尺
立
鉦
、
長
一
人
以（
少なし
）屬

爲
之
、
擊

人
・
執
夫
同
上
、
次
朱
雀
門
内
東
去
十
丈
自
垣
北
去
七
丈
立
鉦
、
北
去
一
丈
立
鼓
、
長

一
人
、以
大（
令なし
）・
屬
・

史
爲
之
、

擊
人
・
執
夫
亦
同
上
、
卯
一
刻
近
衞
府
擊
列
陣
鼓
、
一
度
、
平
聲
九

下
、
諸
衞
以
次
相
應
、
三
刻
擊
進
陣
鼓
、
三
度
、
々
別
九
下
、初
發
細
聲
、

漸
至
大（
聲なし

）、
仗
初
進
擊
行
鼓
、

三
度
、
々
別
雙
聲
、
二
下
、
諸
衞
相
應
如
前
、
皆
就
隊
下
、
左
右
近
衞
中
將
率
將
監
以
下

隊
於
大
極
殿
東
西
階
下
、自
階
南
去
三
丈
更
東
退
一
丈
、

右
陣
亦
對
、
謂
權
任
者
、

率
將
監
以
下
隊
於
蒼
龍
・
白
虎
兩
樓
北

（
綠
）

（
錦
）

（「
志
」
あ
り
）

（
細
字
雙
行
註
）

（
な
し
）

（
な
し
）

（
な
し
）

（
東
）

、

（
壇
）

（
な
し
）

（
太
）

（「
大
少
將
」
あ
り
）
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邊
、若（「有

」あ
り
）

蕃
客
朝
拜
者
、
隊（「於
」あ
り
）

龍
尾
道

下
、
其
隊
幡
・
小
幡
各
倍

（
陪
）數
、
龍
像
纛
幡
一
旒
、加
戟
、
其
杭
預
前　

儲
備
、
餘
皆
准
此
、
（
版
本
に
は「
執
纛
・
執
戟

各
四
人
、兵
衞　
准
之
、
鷹
像
幡
四
旒
、小
幡
卌
二
旒
、緋・黄
各
廿
一
旒
、竝

著
戟
、餘
亦
准
此
、
」あ
り
）
鉦
鼓
各
一
面
、面
別
加

槌
・

、
餘

亦
准
此

擊
人
各
一
人
、
執
夫
四
人
、
諸
衞　
皆
同
、
將
監
率
將
曹
以
下
隊
於
殿
以
北
後
殿
南
、
竝
居

胡
床
、少
將
已
上
胡
床

各（
敷なし

）虎若
豹
皮
、
其
供
奉
駕
陣
者
乘
輿
、
御
小
安
殿
之
後
乃
就
本
隊
、諸
衞　
亦
同
、
左
右
兵
衞

督
・
佐
率
尉
以
下
隊
於
龍
尾
道
東
西
階
、自
階
南
去
三
丈
、
各
東
西
去
一
丈
、
督
在
外
、
佐

在
内
、
若
蕃
客
朝
拜
者
、
隊
於
會
昌
門
内
外
、

虎
像

纛
幡
一
旒
、
熊
像
幡
四
旒
、
小
幡
九
十
六
旒
、
鉦
鼓
各
一
面
、
尉
率
志
以
下
隊
於
昭
慶

門
内
左
右
、
小
幡
各
十
八
旒
、
志
率
兵
衞
以
上
隊
於
嘉
喜
・
永
福
兩
門
内
、
左
右
衞
門
府

督
率
尉
以
下
隊
於
會
昌
門
外
、若
蕃
客
朝
拜
者
、

隊
於
應
天
門
内
、
左
右
鷲
像
纛
幡
一
旒
、加
戟
、
執
纛
十
六
人
、

執
戟
四
人
、
鷹
像
幡
二
旒
、
小
幡
卌
九
旒
、
鉦
鼓
各
一
面
、
佐
率
尉
以
下
隊
於
應
天 

門
外
左
右
、
隊
幡
四
旒
、
小
幡
卌
五
旒
、
尉
率
門
部
三
人
居
門
内
、開
門
畢　

還
本
陣
、
尉
率
志
以 

下
隊
於
朱
雀
門
外
、
隊
幡
二
旒
・
小
幡
卌
八
旒
、
志
一
人
率
門
部
五
人
居
門
内
、

開
門
畢
還
、

同
上
、

自
朱
雀
門
外
至
于
教
業
・
豐
財
兩
坊
小
路
衞
士
隊
之
、
尉
率
衞
士
以
上
隊
於
宣

政
・
章
善
兩
門
、
小
幡
四
旒
、
志
率
衞
士
以
上
隊
於
諸
腋
門
、
隼
人
司
官
人
二
人
・
史
生

二
人
率
大
衣
二
人
・
番
上
隼
人
卌
人
・
今
來
隼
人
廿
人
・
白
丁
隼
人
百
卅
二
人
分
陣
應
天

門
外
之
左
右
、
竝
執
楯
・
槍
坐
胡
床
、
其
史
生
已
上
著
當
色
・
橫
刀
・
大
衣
、

番
上
隼

人
著
當
色
、
橫
刀
、
白
・
赤
木
綿
耳
形
幔
、
自
餘
隼
人
皆
著
大
模
布
衫
、 襟
袖
著

兩
面
襖
、
布
袴
、

著
兩 

面
襖
、
緋
帛
肩
巾
、
橫
刀
、
白
・
赤
木
綿
耳
形
幔
、
中
務
擊
進
鼓
、
輔
・
丞
各
二
人
相
分

率
内
舎
人
入
自
永
陽
・
廣
義
兩
門
、
隊
於
近
衞
陣
以
南
、
各
居
胡
床
、其
輔
胡
床
以

虎
皮
敷（
之なし

、）

 

光
纛
幡

、

（「
下
」
あ
り
）

（
等
）

（「
左
右
」
あ
り
）

（
な
し
）

（
卅
）

（
卅
）

（
蔓
）

（
橫
）

（
蔓
）

（「
省
」
あ
り
）

（

）

二
旒
、左
纛
與
靑
龍
旗
相
連
相
去
六
丈

與
近
仗
纛
平
頭
、
右
纛
准
此
、
鉦
鼓
各
二
面
、竝
有
　槌
、
擊
人
各
二
人
、
執
夫
八
人
、
執

纛
八
人
、
式
部
丞
・
錄
率
史
生
・
省
掌
等
左
右
相
分
入
自
長
樂
・
永
嘉
兩
門
、
就
應
天
門

左
右
閣
道
壇
上
座
、
所
司
預

設
座
、
錄
二
人
率
史
生
・
省
掌
分
列
朱
雀
門
東
西
仗
舎
前
、北
面
東

西
上
、
整

列
六
位
以
下
刀
禰
、
彈
正
忠
以
下
出
自
朱
雀
門
西
掖
門
左
右
分
列
、左
度
自
馳
道
、

右
便
留
在
西
、
於
東
西
仗

舎
前
、臺（な

し
）
官
在
東
者
西
面
北
上
、

巡（な
し
）
察
在
西
者
東
面
北
上
、
糺
彈
禮
儀
及
帶
仗
非
違
等
、若
有
犯
人
式
部
等
（
不
）

教
正
、
竝
召
彈
之
、
訖
入
自
東
西
掖

門
列
立
翔
鸞
・
棲
鳳
兩
樓
南
頭
、面
位
・
糺

彈
同
上
、
訖
入
自
長
樂
・
永
嘉
兩
門
列
立
東
西
朝
集
堂
南

頭
、
以
內
糺
彈
如
上
、
典
儀
一
人
・
贊
者
二
人
入
自
光
範
門
各
就
位
、
大
舎
人
寮
左
右
相

分
各
官
人
二
人
・
史
生
一
人
率
執
威
儀
屏
繖
一
具
・
圓
翳
十
具
・
圓
羽
十
柄
・
橫
羽
八

柄
・
弓
八
張
・
矢
八
具
各
有　
胡
籙
、
・
大
刀
八
口
・
桙
四
竿
・
杖
二
枝
・
如
意
二
枝
・
蝿
拂

二
枝
・
笠
二
枚
・
挂
甲
一
領
、弓
以
下
竝
納
袋
、
圓
翳
已
下
分
爲
兩
行
、
其
屛
繖
立
兩
行
首
、
挂
甲

袋
立
兩
行
尾
、
官
人
立
屛
繖
側
、
執
威
儀
物
舍
人
左
右
各
六
十（
八「八

」字
な
し
）

人
、
入

自
昭
訓
・
光
範
兩
門
、
陳
列
近
衞
陣
以
北
一
丈
、
與
纛
平
頭
、
内
藏
寮
允
・
屬
各
一
人
、

大
藏
省
丞
・
錄
各
一
人
各
率
執
威
儀
柳
筥
藏
部
八
人
列
立
、在
大
舎
人
北
面
東
西
去
一
丈
、
内

藏
在
東
、
大
藏
在
西
、
納
錦
嚢
、 

懸
頸
抱
胸

次
掃
部
寮
官
人
左
右
各
二
人
各
率
執
胡
床
掃
部
五
人
列
立
、
次
主
殿
寮
官
人
亦
各

一
人
率
殿
部
十
一
人
著
黃
袍
、
列
立
、二
寮
與
内
藏
・

大
藏
平
頭
、

主
殿
・
圖
書
兩
寮
各
服
禮
服
、
列
爐
東
西

去
爐
各
三
丈
、兩
寮
東
西
各
二
人
、
第
一
人
當
爐

立
、
以
北
爲
上
、
相
去
各
五
尺
、
卯
三
剋
以
前
諸
儀
辨
備
訖
、
閤
外
大
臣
以
下
入

自
含
耀
・
章
義
兩
門
就
朝
集
堂
床
、大
臣
以
下
參
議
已
上
在
東
、
親
王
以
下
非
參
議
三
位
已
上

及
奏
賀
・
奏
瑞
在
西
、
若
太
政
大
臣
就
列（「者

」あ
り
、）

右
大
臣
就
西
、
訖
式
部

丞
・
錄
以
下
起
自
閣
道
座
降
立
砌
前
、去
砌
二
許
丈
、
左
西
上

北
面
、
右
東
上
北
面
、
史
生
二
人
各
持
大
札
、
共
立
庭

中
唱
計
五
位
已
上
、
隨
唱
稱
唯
列
立
、
訖
史
生
共
復
本
列
、
爰
閤
内
大
臣
入
自
昭
訓
門
就

（
直
不
）

（
細
字
雙
行
註
）

（
箭
）

（
大
字
と
し
、「
自
此
以
下
可
書
注
」と
の
細
字
雙
行
註
あ
り
）

、

（
尺
）
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幄
下
座
、
時
閤
内
大
臣
喚
召
使
、
稱
唯
進
立
、當
堂
西
中
階
、

北
面
而
立
、

大
臣
宣
、
喚
兵
部
省
、
召
使

稱
唯
、
退
出
喚
之
、
丞
入
立
、
大
臣
宣
、
令
擊
外
辨
鼓
、
丞
稱
唯
退
出
令
擊
之
、
諸
門

以
次
應
之
、殿
下
鼓

不
應
、
乃
開
章
德
・
興
禮
兩
門
、自
餘
小
門　

先
已
開（
訖大書

す
）
、
伴
・
佐
伯
兩
氏
五
位
各
一
人 

左
伴
氏
、

右
佐
伯
氏
、
不

帶
劍
者
權
帶
、
各
著
禮
服
率
門
部
三
人
、不
帶　
弓
箭
、
入
自
章
德
・
興
禮
兩
門
居
會
昌
門
内
左
右
廂

胡
床
、門
部
在
門
下
去
壇

一
丈
、
當
門
北
楹（「侍

候
」あ
り
）

、
辰
一
刻
乘
輿
出
自
建
禮
門
御
大
極
殿
後
房
、
少
時
皇
后
亦
入
後
房
、

左
右
近
衞
次
將
各
一
人
率
將
監
・
將
曹
・
府
生
各
一
人
、
近
衞
各
卅
人
、
左
右
兵
衞
尉
已
上
各
一
人
率
志
・

府
生
各
一
人
、
兵
衞
各
卅
人
更
還
（
こ
こ
ま
で
大
書
す
）（「
自
此
以
下
皆
可
書
注
後
注
」あ
り
）
後
宮
供
奉
、

訖
女
孺
十
八
人
執
翳
、
三
行
就
戸
前
座
、以
南　
爲
上
、
褰
帳
内
親
王
二
人
、若
無
内
親
王
者
、
以
三
位
已

上
若
王
氏
四
位
・
五
位
爲
之
、

威
儀
命
婦
四
人
、以
三
位
已
下
五
位
已
上
爲
之
、
各

一
人
、
同
色
相
對
、
以
南
爲
上
、
各
著
禮
服
相
分
、
以
次
就
座
、
侍
從
四
人

若
不
帶
劍
者
權
帶
、
以

北
爲
上
、
服
色
同
上
、
相
分
共
立
、
次
少
納
言
二
人
分
入
自
昭
訓
・
光
範
兩
門
、
對
氈
上
、

伴
・
佐
伯
兩
氏
五
位
降
壇
、
北
向
立
門
下
、
門
部
開
門
、
諸
門
共
開
、
訖
各
還
本
位
、
兵

庫
寮
進
申
閤
内
大
臣
云
、
令
擊
召
刀
禰
鼓
、
大
臣
宣
、
令
擊
、
正
稱
唯
、
退
喚
鼓
師
名
、

稱
唯
、
正
頭
命
云
、
擊
喚
刀
禰
鼓
、
々
師
稱
唯
擊
之
、
訖
復
本
位
、
諸
門
鼓
皆
應
、
皇
太

子
始
就
幄
下
座
、
參
議
已
上
依
次
降
堂
、
就
列
而
入
、
諸
仗
及
内
舎
人
、
伴
・
佐
伯
兩

氏
共
立
、下
亦　
同
之
、
省
掌
二
人
趨
進
互
稱
大
夫
等
應
參
進
、
各
一
聲
、
五
位
以
上
依
次
自
會
昌

門
東
西
戸
參
入
、
錄
二
人
立
門
外
互
稱
容
止
、
五
位
以
上
立
定
在
朱
雀
門
外
、
式
部
錄
率

六
位
以
下
刀
禰
、
左
右
相
分
入
自
同
門
、在
内
列
、
丞
・

錄
隨
之
而
入
、
省
掌
行
且
稱
容
止
、
以
次
就
位
、
親

王
入
自
顯
親
門
若
有
蕃
客
者
、
治
部
・
玄

蕃
相
次
引
客
入
自
會
昌
門
、
就
位
、
訖
式
部
史
生
左
右
相
分
錄
諸
司
六
位
刀

禰
見
參
、
于
時
東
宮
謁
者
引
皇
太
子
出
幄
、
進
立
靑
龍
旗
下
、
西
折
而
進
、
至
銅
烏
・
日

（
外
）

（
皆
）

（
太
）

（
細
字
雙
行
註「
自
此
以
下
可
書
注
」
あ
り
）

（「
立
」
あ
り
）

鼓
（
傍

吹
正

書
な
し
）

（
頭
）

（「
鼓

師
」
あ
り
）

（
な
し
）

（
著
）

（
至
）

像
兩
幡
之
間
、
謁
者
北
折
進
、
當
奏
賀
位
東
折
就
位
、
皇
太
子
猶
進
至
烏
幡
下
、
北
折

就
位
、凡
每
曲
折
必
揖
、

諸
臣
亦
同
、

皇
帝
服
冕
服
就
高
御
座
、
命
婦
四
人
以
内
親
王
以
下
五
位
以

上
爲
之
、
服
色
同
威
儀
、
服
禮
服

分
在
御
前
、
至
高
御
座
下
立
、
御
座
定
後
引
還
、
經
更
供
奉
皇
后
御
前
、
于
時
殿
下
擊
鉦
、

三
下
、
皇
后
服
禮
服
復
就
座
、
注
也
、
初
皇
帝
御
高
座
之
時
、
執
翳
女
孺
左
右
各
九
人

分
進
奉
翳
、不（
必なし
）待
皇

后
著
座
、
訖
内
親
王
二
人
褰
帳
復
本
座
、
執
翳
以
次
退
復
本
座
、
宸
儀
初
見
、
近

仗
者
倶
稱
警
、
庭
中
群
官
磬
折
、
式
部
錄

省
掌
重
稱
面
伏
、
諸
仗
共
坐
、
主
殿
・
圖
書

官
人
各
二
人
以
次
出
東
西
就
爐
下
、
生
炭
焚
香
、主
殿
先
生
炭
、

圖
書
次
焚
香
、
訖
各
復
位
、
典
儀
曰
、
再
拜
、

皇
太
子
再
拜
、贊
者
不
承
傳
、

爲
貴
皇
太
子
、
訖
謁
者
西
進
更
北
上
、
當
東
宮
位
猶
北
進
二
許
丈
、
更
西
折 

當
中
階
、
引
皇
太
子
、
進
不
至
階
下
三
許
丈
、
東
折
就
位
、
皇
太
子
升
自
中
階
、
當
御
座

前
北
面
跪
於
南
榮
、
賀
曰
、
新
年
乃
新
月
乃
新
日
爾
萬
福
乎
持
參
來
支
拜
供
奉
良
久
止

申
、
俛

伏
而
興
、
降
階
四
級
、
謁
者
進
引
皇
太
子
止
復
位
、
太
子
再
拜
、
于
時
勅
喚
左
右
侍
從
在

南
者
、
喚
名
之
儀

同
尋
常
、
稱
唯
進
自
南
榮
、
當
御
座
前
跪
膝
行
進
、
俛
伏
而
侍
、皇
太
子

跪
處
、
詔
曰
、
新
年
乃

新
月
乃
新
日
爾
與
天
地
共
爾
萬
福
乎
平
久
受
賜
禮
止
宣
弊
、　

侍
從
奉
勅
稱
唯
、
俛
伏
而
興
、

降
自
東
階
就
詔
使
位
、
西
面
、
宣
制
云
、
天
皇
我
詔
旨
良
萬
止

宣
布
大
命
聞
賜
止
宣
、
皇
太
子

稱
唯
再
拜
、
訖
更
宣
、
新
年
乃
新
月
乃
新
日
爾
與
天
地
共
萬
福
乎
平
永
久
受
賜
禮
止
宣
、
皇

太
子
稱
唯
拜
舞
、
侍
從
還
上
殿
、
北
至
階
下
典
儀
曰
、
再
拜
、
皇
太
子
再
拜
、
謁
者
進
引

皇
太
子
復
幄
、
北
及
靑
龍
旗
下
典
儀
曰
、
再
拜
、
贊
者
承
傳
、
王
公
・
百
官
再
拜
、
訖
奏

賀
・
奏
瑞
者 
奏
賀
在
前
、
而
行
自
宣
命
位
南
去
一

許
丈
、
又
度
馳
道
、
若
帶
劍
者
權
脫
、
共
進
、諸
仗　
共
興
、
北
折
進
自
馳
道
、
不
進
宣
命

（
幢
）

（
折
）
（「
銅
」
あ
り
）

（
幢
）

（
な
し
）

（
な
し
）

本（「
經
」
字
な
し
）

（
細
字
雙
行
註
）

（
後
）

本
（
な
し
）

（「
御
」
あ
り
）

御

（
任
）

（
更
）

（
な
し
）

（「
名
」
あ
り
）

（「
久
久
」
あ
り
）
（
な
し
）

（「
爾
」
あ
り
）（「
久
」
あ
り
）

（
久
）

（
比
）

本

（
比
）（

な
し
）

（
至
）
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位
一
丈
東
折
、
經
左
兵
衞
陣
南
更
北
折
、
昇
自
龍
尾
道
東
階
就
行
立
位
、
有
頃
奏
賀
者
進

就
版
、
北
面
立
、
奏
曰
、
明
神
止
御
大
八
洲
日
本
根
子
天
皇
我
朝
廷
爾
仕
奉
流
親
王
等
・

王
等
・
臣
等
・
百
官
人
等
、
天
下
百
姓
衆
諸
、
新
年
乃
新
月
乃
新
日
爾
與
天
地
共
爾
萬
福

乎
持
參
來
、
天
皇
我
朝
廷
乎
拜
仕
奉
事
乎
恐
美
恐
美
毛
申
賜
止
申
、
若
皇
帝
加
元
服
、
在
賀
正

之
前
、
有
賀
元（
服なし

）之詞
、
退

復
位
、
群
官
再
拜
、
奏
瑞
者
若
無
瑞
者

無
此
儀
、
進
就
位
、
奏
曰
、
治
部
卿
位
姓
名
等
申
久
、　

某

官
位
姓
名
等
我
所
申
某
物
、
顧
野
王
我
符
瑞
圖
曰
云
々
、
孫
氏
我
瑞
應
圖
曰
云
々
、
彼
禮
（
我
）

此
乎
瑞
書
爾
勘
爾
、
某
物
波
某
瑞
爾
合
利
、
某
物
波
某
瑞
爾
合
利
止
申
世
流
事
乎
恐
美
恐
美
毛
奏

賜
久
止
奏
、
退
復
位
、
勅
曰
、
參
來
、
奏
賀
者
稱
唯
就
位
、
勅
曰
、
供
奉
親
王
等
・
王

等
・
臣
等
・
百
官
人
等
、
天
下
百
姓
衆
諸
、
新
年
乃
新
月
乃
新
日
爾
與
天
地
共
爾
萬
福
平
久

永
久
受
賜
禮
止
宣
閉
、
奉
勅
稱
唯
、
退
復
行
立
位
、
倶
逡
巡
還
退
出
、
奏
賀
者
便
留
宣
命
位
、

奏
瑞
者
復
本
列
、
訖
奏
賀
者
宣
制
曰
、
明
神
止
御
大
八
洲
日
本
根
子
天
皇
我
詔
旨
良
萬
止

宣
布

大
命
乎
、
衆
聞
食
與
止
宣
、
王
公
・
百
官
稱
唯
再
拜
、
訖
更
宣
云
、
供
奉
親
王
等
・
王
等
・

臣
等
・
百
官
人
等
、
天
下
百
姓
衆
諸
、
新
年
乃
新
月
乃
新
日
爾
與
天
地
共
爾
萬
福
乎
平
久
長

久
受
賜
禮
止
勅
天
皇
我
詔
旨
乎
、
衆
聞
食
與
止
宣
、
王
公
・
百
官
共
稱
唯
拜
舞
、
武
官
倶
立

振
旗
、
稱
萬
歳
、其
聲
謁
、
不
拜
舞
、
待
宣
命
者
退
復
本
列
而
止
、
典
儀
曰
、
再
拜
、
贊
者
承

傳
、
群
官
再
拜
、
訖
左
侍
從
在
南
者
進
、
當
御
前
跪
膝
行
、
俛
伏
曰
、
禮
畢
、
還
復
位
、

鼓
吹
正
進
申
大
臣
云
、
令
擊
垂
御
帳
鉦
、
大
臣
宣
、
令
擊
、
正
稱
唯
、
退
喚
鉦
師
名
、
鉦

師
稱
唯
、
頭
正
命
云
、
擊
垂
御
帳
鉦
、
々
師
稱
唯
擊
之
、
三
下
、
復
本
列
、
奉
翳
垂
帳
、

（
な
し
）

（
な
し
） （
其
）

（
其
）

（
な
し
）

（
其
）
（
其
）

（
な
し
）

（
申
）

（「
乎
」
あ

り
）

（
久
）

（
な
し
）

兵
庫
頭

（
兵
庫
頭
）

頭
（
頭
）

（
な

し
）

（
な
し
）

訖
復
本
處
、
皇
帝
還
入
後
房
、
皇
后
還
入
、
如
出
儀
、
鼓
吹
正
進
申
大
臣
云
、
擊
退
刀
禰
鼓
、

大
臣
宣
、
令
擊
、
正
稱
唯
、
退
喚
鼓
師
名
、
鼓
師
稱
唯
、
正
命
云
、
擊
退
刀
禰
鼓
、
々
師

稱
唯
擊
之
、
訖
復
位
、
諸
門
鼓
皆
應
、
上
下
群
官
罷
、自
上
罷
、
槌
退
鼓
、
群
官
且
罷
、
不
待
諸
門

鼓（「止
」あ
り
）

應
、
又
殿
上
者
侍
從
先
罷
、
次
少
納
言
、

次
執
翳
・
威
儀
・

褰
帳（
帷なし

）等、

兩
氏
閉
門
、
諸
衞
擊
鉦
、
解
陣
、
卽
遷
御
豐
樂
殿
、

（
な
し
）

（
兵
庫
頭
）

頭
（
頭
）

頭
（
頭
）


